
３章 応用展開例
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3-1 既存のサイン盤を活用したサイン改修

やむを得ず、既存のサイン盤を活用する場合は、支柱及び盤面の安全性（地盤の状況、支柱の劣化状

況の確認）を確認した上で検討を行い、建築限界（道路構造令第１２条）を侵さないこと。また、支柱

の安全性が担保された場合は、既存の盤面と同様の寸法で再度作成するものとする。なお、盤面の安全

性も担保されている場合は、印刷シートを張替えて再設置することも検討に値する。

■ドライバー系誘導サインの活用イメージ図

【改修案検討において考慮した点】

・ドライバー系誘導サインは、最大３施設までしか表示できない。そのため、設置場所が国道124

号沿いであること、市外からの来街者への案内誘導の必要性等を鑑み、表記する施設を検討した。

・表記基準に従い、距離表示、ピクトグラムを追記した。

・矢印の表記については、表記基準に従い、改めた。

・文化センターは、JIS で規定されているピクトグラムがないため、該当施設の特性を考慮し、客席・

舞台をイメージしたオリジナルピクトグラムとした。

・なお、本施設のように、誘導サインが示す施設と駐車場が離れている場合は、必要に応じて駐車

場からの歩行者誘導サインや案内サインの設置を検討する。
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■歩行者系誘導サインの活用イメージ図

【改修案検討において考慮した点】

・表記基準に従い、距離表示、英語表記、ピクトグラムを追記した。

・英語表記は、文字数が多くなるため、小学校を略語（Elem.Sch.）で表記した。

※やむを得ず、既存のサイン盤を活用する場合は、支柱及び盤面の安全性（地盤の状況、支柱の劣

化状況の確認）を確認した上で検討を行い、建築限界（道路構造令第１２条）を侵さないこと。
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■位置サインの活用イメージ図

【改修案検討において考慮した点】

・表記基準に従い作成した。

・文字を道路側に、ピクトグラムは支柱側に配置した。道路からの視認性の他、設置位置の周辺は緑が

多いため、樹木が想定以上に生育したとしてもできる限り施設名が判読できるように配置した。

※やむを得ず、既存のサイン盤を活用する場合は、支柱及び盤面の安全性（地盤の状況、支柱の劣化

状況の確認）を確認した上で検討を行い、建築限界（道路構造令第１２条）を侵さないこと。
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参考資料

■全国統一ピクトグラム例（ＪＩＳ案内用図記号より）

施設など（公共・一般施設）
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施設など（公共・一般施設）
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施設など（公共施設）
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施設など（公共施設）
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施設など（公共施設）
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施設など（公共施設）
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施設など（観光・文化・スポーツ施設）
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施設など（観光・文化・スポーツ施設）

安全など（安全）
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安全など（禁止）
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安全など（禁止）
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安全など（禁止）
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安全など（禁止）


